
高圧ガス販売計画書 
 
 
１ 販売の目的 
 

 販 売 の 目 的  

 主 な 販 売 先  

 販 売 す る 地 域  

 
 
２  販売する高圧ガスの種類 
    別紙１のとおり 
 
３ 販売の方法 
 

  小売 卸売 卸小売 その他（        ） 

 
 販 売 の 形 態   容器による販売   伝票による販売 

   冷媒ガスの補充   冷凍設備内の高圧ガス 
   その他（                ） 

 一日の販売予定数量  

 運 搬 の 方 法  

 名 称  

 所 在 地  

 名 称  
 高圧ガスの仕入先 

 所 在 地  

 



 
 

 保 安 台 帳 の 様 式  別添のとおり 

 帳 簿 の 様 式  別添のとおり 

 従業員に対する保安 
 指導の実施の方法 

（例） 
・年間計画を定め高圧ガス保安法、高圧ガスの性質等 

  の保安教育を実施するとともに異常時を想定した訓 
  練を実施する。 
 ・愛知県高圧ガス安全協会等の実施する講習を積極的 
  に受講する。 

 販売先に対する保安 
 指導の実施の方法 

（例） 
・消費先の高圧ガス使用状況を年１回以上点検すると 

  ともに、高圧ガス保安法、高圧ガスの安全な取扱方 
  法等の保安指導を実施する。 
 ・高圧ガス保安法に基づき、消費先に対して高圧ガス 
  による災害の発生の防止に関し、必要な事項を周知 
  させる。 

 そ の 他 参 考 事 項 
 ・高圧ガスの移動中の事故時に応援を受けるため愛知 
  県高圧ガス地域防災協議会（愛知県高圧ガス安全協 
   会等）へ加入する。 

 
 
４ 容器置場等の概要 
 

 所 在 地  

 設 置 場 所  屋 外      屋 内       その他（             ） 

 販売所からの距離            ｍ  容器置場管理者名  

 容 器 置 場 の 構 造  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造（鉄筋入） その他（       ） 

 
 
 



 容 器 置 場 の 面 積  床面積      ｍ２  内面積              ｍ２ 

   ガスの区分 
  使用床面積 
（ｍ
２
） 

   収 納 量 
（ｍ
３
） 

 液化石油ガス                      

 特殊高圧ガス   

 可燃性・毒性ガス   

 毒性ガス   

 可燃性ガス   

 酸素   

 その他のガス   

 第一種ガス   

 最 大 収 納 量 
 （詳細は別紙２計算 
   書のとおり） 

   合  計   

 
  注１：最大収納量の欄中、収納量は液化ガスの場合１０ｋｇを１ｍ３として換算    

し、アセチレンは１ｋｇを０．９ｍ
３
として換算すること。 

  注２：特殊高圧ガス、可燃性・毒性ガス及び毒性ガスを収納する場合は、除害    
設備を設けること。 

 注３：４の「容器置場等の概要」は、伝票販売又は貯蔵量が３００ｍ
３
以上の販    

売の場合、不要とする。 
 
 
５  販売の方法に係る技術上の基準（一般則第４０条） 
  ５－１ 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。 
  ５－２ 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、    

割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、ガスが漏えいしていないものをもって

行います。 
  注：圧縮天然ガスに係るものを除く。 
 
 
 



６ 貯蔵に係る技術上の基準（一般則第１８条） 
（容器置場を設置する場合に限る。） 

 ６－１ 可燃性ガスの貯蔵は、通風の良い場所で行います。 
 ６－２ 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器    

置場に貯蔵します。 
 ６－３   可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して    

容器置場に貯蔵します。 
 ６－４ 容器置場には計量器等作業に必要な物以外の物を置きません。 
 ６－５ 容器置場の周囲２メートル以内には火気又は引火性若しくは発火性の    

物を置きません。（不活性ガス及び空気を除く。） 
 ６－６ 充てん容器等は、常に温度４０℃以下に保ちます。 
 ６－７ 充てん容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）には、転落、    

転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じます。 
 ６－８  可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えません。 
 ６－９ 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、塩素、アンモニア、亜硫酸ガス、シ    

アン化水素、ホスゲン、酸化エチレン、クロルメチル又は硫化水素の容器置

場には、当該ガスが漏えいしたときの除害設備を設けます。 
 

 防 毒 面 消 石 灰 か性ソーダ その他吸収剤（   ） 
 

数 量     

 
７ 特殊高圧ガス等の容器置場 
  特殊高圧ガス及び五フッ化ヒ素等の容器置場には、県計量保安課作成（平成４年

３月）の「特殊材料ガス取扱指針」第２章販売の基準に従って、保安管理を行いま

す。 
  別紙   図のとおり措置を講じます。 
 
 
８ 販売主（責）任者の選任 
 

 氏      名 免 状 の 種 類  

販売主（責）任者   

 
９ 届出事務担当者 
 

所  属 氏      名 連  絡  電  話  

   

 


